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第2章 第一種事業の目的及び内容 

第一種事業の目的 

東日本大震災の経験を経て、わが国では国民全般にエネルギー供給に関する懸念や問題意識がこ

れまでになく広まり、エネルギー自給率の向上や地球環境問題の改善に資する再生可能エネルギー

には、社会的に大きな期待が寄せられている。 

2018 年に閣議決定された「第 5 次エネルギー基本計画」では、再生可能エネルギーを 2030 年の

エネルギーミックスにおいて、現在の 15％から 24％に増やし、日本の主力電源の一つにすると定め

られた。また、大半を化石燃料の輸入に頼っているため、僅か 8％のエネルギー自給率を 24％まで

高めることもエネルギー安全保障の観点から目標とされている。また、再生可能エネルギーのうち

特に風力に関しては、経済性を確保できる可能性があると評価されている。さらに、2020 年 10 月

26 日の第 203 回臨時国会の所信表明演説において、菅義偉内閣総理大臣は「2050 年までに、温室効

果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち 2050 年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現

を目指す」ことを宣言している。 

佐賀県は、平成 9年に「佐賀県環境基本条例」（平成 9年佐賀県条例第 16 号）を施行し、「環境へ

の負荷の少ない持続的な発展が可能な社会の構築」を目指している。同条例に基づき、環境の保全

に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、「第 4 期佐賀県環境基本計画」（佐賀県、令和 3

年）を策定した。その中で「地球温暖化対策・再生可能エネルギー等の推進」を掲げている。さら

に、「佐賀県再生可能エネルギー利用等促進条例」（平成 17 年佐賀県条例第 51 号）により、「再生可

能エネルギー利用等基本計画」（佐賀県、令和 3年）を策定し、中期目標として、令和 8年度までに

洋上風力発電事業の誘致を取組目標としている。 

唐津市は、「唐津市環境基本条例」（平成 17 年唐津市条例第 186 号）に基づき、「第 2 次唐津市環

境基本計画」（唐津市、平成 30 年）を策定し、「再生可能エネルギーなどの普及・促進」を施策とし

て展開している。また、平成 24 年に「唐津市再生可能エネルギーの導入等による低炭素社会づくり

の推進に関する条例」（平成 24 年唐津市条例第 27 号）を制定し、「再生可能エネルギーの導入、エ

ネルギー使用の合理化その他の方法による低炭素社会づくりの推進」を目指している。本条例を基

に「唐津市再生可能エネルギー総合計画」（唐津市、平成 25 年）を策定し、「エネルギー自立型社会

の実現」を計画の柱としている。 

玄海町は、「玄海町地域新エネルギービジョン」（玄海町、平成 17 年）において、新エネルギー導

入ビジョンの柱として「環境にやさしいエネルギーのまちづくり構想」を掲げている。 

本事業は、上記の社会情勢に鑑み、好適な風況を活かし、安定的かつ効率的な再生可能エネルギ

ー発電事業を行うとともに、微力ながら電力の安定供給に寄与すること、地域に対する社会貢献を

通じた地元の振興に資することを目的とする。 
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 第一種事業の内容 

2.2.1 第一種事業の名称 

（仮称）佐賀県における洋上風力発電事業 

 

2.2.2 第一種事業により設置される発電所の原動力の種類 

風力（洋上） 

 

2.2.3 第一種事業により設置される発電所の出力 

風力発電所出力  ：最大 400,000kW  

風力発電機の出力 ：10,000～14,000kW 級 

風力発電機の基数 ：29～40 基程度 

 

2.2.4 第一種事業の実施が想定される区域及びその面積 

1. 事業実施想定区域の概要 

(1)事業実施想定区域の位置 

佐賀県唐津市及び玄海町の沖合（図 2.2-1 参照） 

 

(2)事業実施想定区域の面積 

約 13,151ha 
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図 2.2-1(1) 事業の実施が想定される区域（広域）  
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図 2.2-1(2) 事業の実施が想定される区域（空中写真）  

「地理院地図」（電子国土 web、データソース：

Landsat8 画像（GSI,TSIC,GEO Grid/AIST）, 

Landsat8 画像（courtesy of the U.S. 

Geological Survey）, 海底地形（GEBCO））（国土

地理院 HP、閲覧：令和 3 年 8月）    より作成 

注：空中写真の撮影年は 2009 年、2015 年である。 
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図 2.2-1(3) 事業の実施が想定される区域  
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2. 事業実施想定区域の設定の背景及び今後の方針 

佐賀県唐津市及び玄海町の沖合を事業実施想定区域に設定した。 

設定した事業実施想定区域は好風況であるものの、周囲には法令等の制約を受ける場所が存在

することから、方法書以降の手続きにおいて関係機関と事業の実施に関する協議を実施する。ま

た、環境保全上留意が必要な範囲については、現地調査結果を踏まえて環境保全の観点からの配

置の検討を行う。 

 

(1)風況 

事業実施想定区域及びその周囲の風況は図 2.2-2(1)のとおりである。 

「洋上風況マップ（全国版）」（NEDO：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）

から、高度 80ｍ（平均海面からの高さ）において好風況※が見込まれる。 

 

(2)海底地形の状況 

事業実施想定区域及びその周囲の海底地形は図 2.2-2(2)のとおりである。 

事業実施想定区域の水深は約 30～60m となっている。 

 

(3)海面漁業の状況 

海面漁業権の設定範囲は図 2.2-3 のとおりである。事業実施想定区域の周囲には共同漁業権の

設定範囲が存在するが、事業実施想定区域内には存在しない。 

 

(4)法令等の制約を受ける場所及び今後の方針 

事業実施想定区域の周囲における、法令等の制約を受ける場所は図 2.2-4 のとおりである。 

・「自然公園法」（昭和 32 年法律第 161 号）に基づく自然公園は事業実施想定区域の周囲に存在

するが、事業実施想定区域には存在しない。 

・「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」（平成 14 年法律第 88 号）に基づく

鳥獣保護区は事業実施想定区域の周囲に存在するが、事業実施想定区域には存在しない。 

・「港湾法」（昭和 25 年法律第 218 号）に基づく港湾区域、及び「漁港漁場整備法」(昭和 25 年

法律第 137 号)に基づく漁港区域は事業実施想定区域の周囲に存在するが、事業実施想定区域

には存在しない。 

・「海岸法」（昭和 31 年法律第 101 号）に基づく海岸保全区域が事業実施想定区域の周囲に存在

するが、事業実施想定区域には存在しない。 

  

                                                        
※好風況の条件について、「着床式洋上風力発電導入ガイドブック（最終版）」（国立研究開発法人新エネルギー・産業技

術総合開発機構、2018 年）において、海面上 80m における年平均風速を例として示し、年平均風速が 7m/s 以上の海域

を対象として、その占有面積が大きな海域、あるいは風速階級の高い海域が連なっている海を抽出するのが望ましい

と記載されている。 
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(5)環境保全上留意が必要な場所の確認及び今後の方針 

事業実施想定区域の周囲における、環境保全上留意が必要な場所は図 2.2-5 のとおりである。 

・事業実施想定区域の周囲には学校、医療機関、福祉施設及び住宅等が分布することから、事業

実施想定区域はこれらの施設から 1.0km の離隔※を確保するようにした。なお、風力発電機の

設置位置については、方法書以降の手続きにおいて検討する。 

・藻場は事業実施想定区域の周囲には存在するが、事業実施想定区域内には存在しない。 

 

上記(1)～(5)の設定背景等を踏まえて設定した事業実施想定区域を図 2.2-6 に示す。 

                                                        
※「発電所に係る環境影響評価の手引」（経済産業省、平成 29 年）によると、環境影響を受けると認められる地域につ

いて、「対象事業実施区域及びその周囲 1 キロメートルの範囲内の区域であること。」とあり、これを参考にした。 
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図 2.2-2(1) 事業実施想定区域及びその周囲の風況  

「洋上風況マップ」（NEDO HP、閲覧：令和 3

年 8月）           より作成 

注：平均海面から 80ｍの高度における風速を示す。 
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図 2.2-2(2) 事業実施想定区域及びその周囲の海底地形 

「海底地形デジタルデータ」（財団法人日本水

路協会、平成 20 年）       より作成 



2.2-9 

(12) 

 

図 2.2-3 漁業権の設定範囲  

「環境アセスメント環境基礎情報データベ

ース」（環境省 HP、閲覧：令和 3年 8月） 

               より作成 
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図 2.2-4(1) 法令等の制約を受ける場所（自然公園）  

「佐賀県の自然公園-玄海国定公園」（佐賀県

HP、閲覧：令和 3年 8月） 

「長崎県の自然公園」（長崎県 HP、閲覧：令和 3

年 8月） 

「自然公園・自然歩道・温泉」（福岡県 HP、閲

覧：令和 3年 8月）        より作成 
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図 2.2-4(2) 法令等の制約を受ける場所（鳥獣保護区）  

国土数値情報（鳥獣保護区データ）（国土交

通省国土政策局国土情報課 HP、閲覧：令和 3

年 8月）            より作成 
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図 2.2-4(3) 法令等の制約を受ける場所（海岸保全区域及び港湾区域） 

国土数値情報（海岸保全地域）（国土交通省

国土政策局国土情報課 HP、閲覧：令和 3 年

8月）、「環境アセスメント環境基礎情報デー

タベース」（環境省 HP、閲覧：令和 3年 8

月）             より作成 
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図 2.2-5(1) 環境保全上留意が必要な場所（学校、医療機関、福祉施設及び住宅等） 

「国土数値情報（学校データ）、（医療機関デー

タ）、（福祉施設データ）」（国土交通省国土政策局

国土情報課 HP、閲覧：令和 3年 8月）、「基盤地図

情報ダウンロードサービス」（国土地理院 HP、閲

覧：令和 3年 8月）         

                  より作成 
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図 2.2-5(2) 環境保全上留意が必要な場所（藻場）  

「環境アセスメントデータベース EADAS」（環境

省 HP、閲覧：令和 3年 8月）    より作成 
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図 2.2-6 事業実施想定区域  
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3. 複数案の設定等について 

(1)複数案の設定について 

風力発電機を配置する可能性のある範囲を包括するよう、事業実施想定区域を広めに設定して

おり、方法書以降の手続きの中で環境影響の回避・低減も考慮し、必要に応じて区域の絞り込みを

検討する。 

上記のとおり、方法書以降の手続きにおいて事業実施区域を絞り込む予定であり、このような

検討の進め方は「計画段階配慮手続に係る技術ガイド」（環境省計画段階配慮技術手法に関する検

討会、平成 25 年）において、「位置・規模の複数案からの絞り込みの過程」であり、「区域を広め

に設定する」タイプの「位置・規模の複数案」の一種とみなすことができるとされている。 

また、現時点では発電所の出力を最大 400,000kW（10,000～14,000kW 級を 29～40 基程度）とし

ており、形状に関しては普及率が高く発電効率が最も良いとされる 3 枚翼のプロペラ型風力発電

機を想定している。一方、本計画段階において詳細な風況や工事・輸送計画等については検討中で

あり、具体的な風力発電機の配置や構造については、現地調査等も踏まえて検討するため、「配置・

構造に関する複数案」の設定は現実的でないと考える。 

 

(2)ゼロ・オプションの設定について 

事業主体が民間事業者であること、風力発電事業の実施を前提としていることから、ゼロ・オ

プションに関する検討は現実的でないと考えるため、本配慮書ではゼロ・オプションを設定しな

い。 
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2.2.5 第一種事業に係る電気工作物その他の設備に係る事項 

1. 発電機 

本計画段階で設置を想定する風力発電機の概要は表 2.2-1 のとおりである。 

また、風力発電機の概略図は図 2.2-7 のとおりである。 

 

表 2.2-1 風力発電機の概要 

項  目 諸  元 

定格出力 

（定格運転時の出力） 
10,000～14,000kW 級 

ブレード枚数 3 枚 

ローター直径 

（ブレードの回転直径） 
最大 222m 程度 

ハブ高さ 

（ブレードの中心の高さ） 
海水面より最大 170m 程度 

最大高さ 

（ブレードの最高到達点） 
海水面より最大 270m 程度 

基礎構造（想定） 着床式 
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図 2.2-7(1) 風力発電機の概略図（着床式（モノパイル式）） 

 

  

図 2.2-7(2) 風力発電機の概略図（着床式（重力式、ジャケット式）） 
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2. 変電施設 

設置位置、構造等の詳細は現在検討中である。 

 

3. 送電線 

設置位置、構造等の詳細は現在検討中である。 

 

4. 系統連系地点 

現在検討中である。 

 

2.2.6 第一種事業により設置される発電所の設備の配置計画の概要 

1. 発電機の配置計画 

本事業の風力発電機の配置は現在検討中であるが、図 2.2-1 に示した事業実施想定区域内に設

置する計画である。 

風力発電機の基数については連系線の容量により決定されることとなるが、本計画段階では総

発電出力は最大 400,000kW を想定しており、この場合の基数は表 2.2-2 のとおり最大 40 基であ

る。 

 

表 2.2-2 風力発電機の出力及び基数 

項  目 諸  元 

単機出力 10,000～14,000kW 級 

基数 29～40 基程度 

総発電出力 最大 400,000kW 
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2.2.7 第一種事業に係る工事の実施に係る期間及び工程計画の概要 

1. 工事計画の概要 

(1)工事内容 

風力発電事業における主な工事の内容を以下に示す。 

・基礎工事 

・風力発電機設置工事（風力発電機輸送含む。） 

・電気工事：送電線工事（海底ケーブル敷設工事）、所内配電線工事、変電所工事、試験調整 

 

(2)工事期間の概要 

工事期間は以下を予定する。なお、営業運転開始は令和 10 年度を予定している。 

建設工事期間 ：着工より 1～24 か月（令和 8年度～令和 9年度を予定） 

営業運転開始 ：着工より 25 か月目（令和 10 年度を予定） 

※上記の期間のうち、海上の荒天が想定される冬季の建設工事は休工とする。 

 

(3)工事工程の概要 

主要な工事工程の概要は表 2.2-3 のとおりである。 

 

表 2.2-3 主要な工事工程の概要 

項  目 期間及び工程 

1．基礎工事 着工より 1～24 か月（予定） 

2．風力発電機設置工事（風力発電機輸送含む。） 着工より 1～24 か月（予定） 

3．電気工事 着工より 1～24 か月（予定） 

 

(4)輸送計画 

本計画段階では、風力発電機を海上輸送する計画であるが、輸送ルートは未定である。また、今

後の検討により、陸域に一時的に仮置きする可能性があるが、具体的な輸送ルート及び場所は未

定である。 
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2.2.8 その他の事項 

1. 事業実施想定区域及びその周囲における既設及び計画中の風力発電事業 

事業実施想定区域及びその周囲における既設及び計画中の風力発電事業は、表 2.2-4 及び図

2.2-8 のとおりである。 

本件の事業実施想定区域は以下の 4件とエリアが重複している。 

 ・（仮称）長崎県平戸市沖～馬渡島沖洋上風力発電事業（再エネ主力発電化推進機構洋上平戸発

電合同会社） 

 ・（仮称）佐賀県唐津市沖洋上風力発電事業（アカシア・リニューアブルズ株式会社、大阪ガス

株式会社） 

 ・（仮称）唐津洋上風力発電事業（再エネ主力発電化推進機構洋上唐津発電合同会社） 

 ・（仮称）唐津洋上風力発電事業 Phase2（再エネ主力発電化推進機構洋上唐津発電合同会社） 

しかし、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」（平

成 30 年法律第 89 号）に則って進める事業であるため、事業実施想定区域が促進区域に指定され

た場合には、同エリアに複数の事業が混在することはない。  
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表 2.2-4(1) 事業実施想定区域の周囲における既設及び計画中の風力発電事業 

事業名 事業者名 発電所出力 備考 

鎮西風力発電研究所 原野電設 
170kW 

（170kW×1 基） 
・運転開始：2002 年 6 月 

鷹島阿翁風力発電所 鷹島阿翁漁業協同組合 
550kW 

（550kW×1 基） 
・運転開始：2002 年 9 月 

串崎風力発電所 鎮西ウィンドパワー 
1,980kW 

（1,980kW×1 基） 
・運転開始：2004 年 1 月 

波戸岬少年自然の家風

力発電設備 
佐賀県教育庁 

45kW 

（45kW×1 基） 
・運転開始：2004 年 3 月 

肥前風力エネルギー開

発風力発電機 
肥前風力エネルギー開発 

1,500kW 

（1,500kW×1 基） 
・運転開始：2004 年 4 月 

玄海ウィンドファーム 
株式会社玄海風力エネル

ギー開発 

9,000kW 

（1,500kW×6 基） 
・運転開始：2005 年 2 月 

肥前風力発電所 肥前風力発電株式会社 
12,000kW 

（1,500kW×8 基） 
・運転開始：2005 年 3 月 

的山大島風力発電所 
株式会社的山大島風力発

電所 

32,000kW 

（2,000kW×16 基） 
・運転開始：2007 年 2 月 

田平風力発電所 株式会社田平風力発電所 
1,900kW 

（1,900kW×1 基） 
・運転開始：2007 年 7 月 

肥前南風力発電所 肥前風力発電株式会社 
18,000kW 

（1,500kW×12 基） 
・運転開始：2008 年 3 月 

唐津市湊風力発電所 
唐津市湊風力発電合同会

社 

1,990kW 

（1,990kW×1 基） 
・運転開始：2017 年 9 月 

唐津市相賀風力発電所 
唐津市相賀風力発電合同

会社 

1,990kW 

（1,990kW×1 基） 
・運転開始：2017 年 9 月 

壱岐芦辺風力発電所 
壱岐クリーンエネルギー

株式会社 

1,500kW 

（750kW×2 基） 
・運転開始：2000 年 3 月 

唐津・鎮西ウィンドフ

ァーム 

九電みらいエナジー株式

会社 

27,200kW 

（3,400kW×8 基） 
・2020 年 8 月 着工 

（仮称）唐津風力発電

事業 

合同会社 NWE-09 インベス

トメント 

最大 54,000kW 

（4,500kW×12 基程度） 

・環境影響評価手続中 

・2018 年 1 月 方法書 

（仮称）DREAM Wind 佐

賀唐津風力発電事業 

大和風力エネルギー株式

会社 
最大 32,000 kW 

・環境影響評価手続中 

・2018 年 3 月 方法書 

（仮称）唐津洋上風力

発電事業 

再エネ主力発電化推進機

構洋上唐津発電合同会社 

最大 408,500kW 

（9,500～12,000kW 級×34

～43 基） 

・環境影響評価手続中 

・2019 年 9 月 方法書 

（仮称）唐津洋上風力

発電事業 Phase2 

再エネ主力発電化推進機

構洋上唐津発電合同会社 

最大 200,000kW 

（9,500～12,000kW 級×16

～21 基） 

・環境影響評価手続中 

・2019 年 9 月 配慮書 

（仮称)長崎県平戸市

沖～馬渡島沖洋上風力

発電事業 

再エネ主力発電化推進機

構洋上平戸発電合同会社 

最大 617,500kW 

（9,500kW～12,000kW×最大

65 基程度） 

・環境影響評価手続中 

・2019 年 11 月 配慮書 
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表 2.2-4(2)  事業実施想定区域の周囲における既設及び計画中の風力発電事業 

事業名 事業者名 発電所出力 備考 

（仮称）佐賀県唐津市

沖洋上風力発電事業 

アカシア・リニューアブル

ズ株式会社、大阪ガス株式

会社 

最大 600,000kW 

（8,000～12,000kW×最大

75 基） 

・環境影響評価手続中 

・2020 年 7 月 配慮書 

「環境アセスメント環境基礎情報データベース」（環境省 HP、閲覧：令和 3年 8月） 

「環境影響評価情報支援ネットワーク」（環境省 HP、閲覧：令和 3年 8月） 

「唐津・鎮西ウィンドファーム」（九電みらいエナジーHP、閲覧：令和 3年 8月） 

「日本における風力発電設備・導入実績（2018 年 3 月現在）」（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総

合開発機構 HP、閲覧：令和 3年 8月） 

「（仮称）唐津風力発電事業 環境影響評価方法書」（ヴィーナ・エナジーHP、閲覧：令和 3年 8月）より作成 
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図 2.2-8 事業実施想定区域内及びその周囲における既設及び計画中の風力発電事業

「環境アセスメント環境基礎情報データベー
ス」（環境省 HP、閲覧：令和 3年 8月）、「環境
影響評価情報支援ネットワーク」（環境省 HP、
閲覧：令和 3 年 8月） 

より作成 
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